
地方公共団体における事務の共同処理の改革に関する研究会報告書（概要）

人口減少・高齢化の進展が予想されるなか、限られた人員や財源を効率的に活用するた
め、事務の共同処理は引き続き重要な手段

市町村合併は進展したが、市町村の人口・面積規模には依然として大きな差異。周辺市
町村間での広域連携による事務の共同処理は、小規模な市町村において今後の事務執
行を確保していく上で、重要な選択肢

市町村は住民に最も身近な基礎自治体として一層重要な役割が期待されており、今後予
想されるさらなる事務権限の移譲に対応するために、複数市町村間での事務の共同処理
により補完していくことも選択肢

行政サービスのさら
なる広域化・高度化
を求める動き

地方分権の進展

研究会の課題設定

小規模団体におけ
る事務執行の確保

地方公共団体が、自らの責任と判断で事務の共同処理の一層の活用を図ることに資する観点から、現
行の共同処理制度の課題を整理し、必要な制度改正や活用分野について具体的な提案をすべく検討

 中心市と周辺市町村が議会の議決を経て「定住自立圏形成協定」を締結し、連携・協力を行うことで、圏域の活
性化を目指す取組である

 中心市と各周辺市町村の１対１の関係であるため、全団体の一致が必要ではないこと、一方の団体から廃止を
求める通告があった場合は２年後の廃止を原則としている。

 実際の事務の共同処理を実施するに当たっては、地方自治法上の共同処理制度や民事上の委託を活用してい
くことになる。

定住自立圏形成協定
本研究会は、平成２１年７月～１２月の間に計５回開催し、検討を行った。
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○法人格を有するため、
財産の保有が可能

○固有の執行機関を有
するため、責任の所
在が明確

一部事務組合 協議会(管理執行協議会)

○法人の設立を要しない
○各構成団体の長等の
名において事務を管
理執行

機関等の共同設置 事務の委託

○法人の設立を要しな
い

○各団体の共通の機
関等としての性格を
有し、管理執行の効
果は、それぞれの団
体に帰属

○権限の移動を伴わな
い

○法人の設立を要しない
○管理執行する権限が
受託側に移り、委託側
は権限を失う

○権限が受託側に一元
化されるため責任の所
在が明確

●構成団体が増加する
ほど、機動的な意思
決定が難しい

●構成団体の議会の
直接の審議の対象に
はならない

●機動的な意思決定が
難しい

●責任の帰属が第一義
的に問われやすい事
務には向かない

●名称が共同処理機構
を想起しづらい

●すべての構成団体の議
会に対応する必要があ
るなど、手続が煩雑

●対象が委員会等に限定
●職員の共同設置に関し
ては、事務分掌の 変更
等の度に関係議会の議
決が必要

●委託団体は、委託した
事務に関して直接、権
限を行使することがで
きなくなる

●受託団体は、受託した
事務に関する責任を
すべて負う

特
徴

課
題

＜地方自治法上の共同処理制度＞

事務の共同処理の現況と課題

活
用
事
例

ごみ処理、し尿処理、消
防･救急、火葬場 など

宝くじの発行事務、農業
用水管理、視聴覚教室、
教科用図書採択 など

介護認定審査会、公平
委員会、障害程度区分
認定審査会、指導主事
など

公平委員会、住民票の
相互交付、公営競技（場
外発売）、消防・救急、ご
み処理 など

＜地方自治法に基づかない共同処理＞

○ 職員の相互併任による任意組織→地方税の滞納整理 など
○ 地方公共団体間での民事上の委託契約→ごみの焼却を委託しているケース など
○ 定住自立圏形成協定→市町村相互の役割分担が連携事項などの協力関係全般を包括的に締結 など

○一部事務組合と共通
点が多く、同じ特徴を
有する傾向

○国、都道府県から直
接権限移譲を受けるこ
とが可能な点、規約
の変更を要請すること
が可能な点が、一部
事務組合と異なる

広域連合

後期高齢者医療、介護
保険、障害者福祉、ごみ
処理 など

●数がさほど増加してい
ない

●国の施策導入に伴っ
て設立されたものが多
く、その特性が発揮さ
れている事例が少な
い

●一部事務組合の課題
とほぼ共通
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今後の事務の共同処理に関する基本的な考え方

○ 事務が定型的で裁量の余地が小さいもの
○ 規模の拡大による効率化が可能なもの
○ 専門性が高いもの、一定の規模があることが望ましいもの
○ 広域的に実施することが施策目的の達成に有効だと考えられるもの

・・・・ 現在、共同処理があまり進んでいない部門の中にも同様の特徴を持つものが
ある（税務、監査、会計管理・出納、保健福祉など）

＜事務の共同処理のさらなる推進＞

従来共同処理があまり活用されなかった部門についても、圏域全体にお
いて最適な執行体制を追求していく中で、共同処理を行うべきものについ
ては、事務の性質や状況に応じて多様な制度の中から最適な手法を選択
していくことが重要

共同処理の対象事務の特徴

各地方公共
団体

国
都道府県

各地方公共団体の自発的な取組を基本としつつ、それぞれの地域での広
域化の取組が円滑に進むよう、必要な制度等の見直しや積極的な情報提
供に取り組む
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＜共同設置制度の改正＞

新たな仕組みに必要な要素

機関等の共同設置制度の対象を内部組織、行政機関、事務局に拡大

《内部組織の共同設置のイメージ》

Ｃ村

Ａ市Ｂ町Ｃ村

Ｂ町 Ａ市Ｘ 課

町長村長 市長

（指揮監督） （指揮監督）
（指揮監督）

Ｘ 課

Ｘ 課 Ｘ 課
（経費負担）

幹事団体

選任・身分取扱

（経費負担）

A市・B町・C村職員

現行制度で十分に汲み上げられていないニーズ

○ 仕組みができるだけ簡便であること
○ 各構成団体の主体性が維持されること（首長・議会の権限が移動しない）
○ 責任の帰属が不明確でなく、職員の身分取扱いが安定していること

○ 設立手続や構成団体間の調整に労力を要することや共同管理となることに対する不安、将来に対するリスク
などから、一部事務組合や広域連合を新たに形成し、積極的に活用しようとする状況には一般的にはなってい
ない

○ 任意組織や民事上の委託契約はサービスの安定性に課題があり、責任の所在や職員の身分取扱いに関し
て不明確な点が生じうる

○ 事務の委託については、委託団体、受託団体双方の住民･首長・議会から、権限の喪失・付与に対する不安
や将来に対するリスクなどから、新たな事務委託の導入に慎重な意見が示されることが少なくない
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共同設置制度の改正とその活用方法

税務事務（特に滞納整理、資産評価）、監査、保健所、会計管理・出納、選挙管理、
国土調査、土木（設計･積算）、消費生活センター、保健福祉、生活保護（福祉事務所）、
特定行政庁（建築確認等）、情報公開・個人情報保護審査会等の不服審査会、
職員研修、観光振興、配偶者暴力相談支援センター、都道府県からの移譲事務

＜具体的部門についての共同設置の活用の検討＞

共同設置制度の活用
が期待できる部門

このうち４つの部門と権限移譲等との関係について例示

滞納整理部門については、違法状態の是正業務に特化しており事務の内容に裁量性がなく定型的であること、
一定のノウハウが求められることから共同処理に適している

税務部門全体について活用する場合においても、一定のルールに基づくことから事務の定型性が高いこと、固
定資産評価などの専門的なものも含まれることから税務部門全体としても共同処理に適している

税務部門

監査委員事務局の共同設置により、専任事務局の設置が可能になる、専門性が高まる、専門家の採用が行
いやすくなる、出身団体以外の団体の監査を主に担当させる等の工夫により首長部局からの独立性が高まる、
などの効果が期待できる

委員も含めた共同設置により、一層の事務の効率化や専門家の委員への登用も容易になる

保健福祉業務は、一定の専門性が必要であり、共同処理により保健師・栄養士等の専門職を複数団体が共同
で活用することで、住民サービスを維持向上させていくことが可能

加えて、一定の職員規模となることで、組織的な対応が可能となり、産休等への対応を含めた人材の確保や研
修への参加、育成体制の整備も可能となるなどの効果

保健福祉部門
（地域保健
センター）

共同処理により、単独で設置が難しい市町村でも専門的な知識・経験を有する相談員の配置が容易になり、ま
た一定の相談件数を確保することで専門性の向上が期待できる

消費生活
センター

市町村合併や中核市等の増加により、都道府県の保健所などで管轄地域が飛び地になるなど、住民の利便
性を損なったり、業務効率の低下を招いたりしている地域においては、共同設置や事務の委託により、解消で
きる可能性

今後、地方分権改革推進委員会勧告を受け、市町村の規模に応じた権限移譲が推進されていくと予想される
が、共同設置は、権限移譲の趣旨を活かした選択肢として活用が期待

合併による
影響や今後の

権限移譲への
対応

監査委員・監査
委員事務局
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共同設置の活用に当たって留意すべき事項

明確な指揮命令系統や適正な事務配分、職員配置、一貫した人材育成が滞る可能性
→ 個々の職員の職務権限や責任分担、人材育成の方針などについて、あらかじめ十分な協議を行うことが望

ましい

①組織運営への配慮

共同設置された組織は、それぞれの構成団体の一組織として位置付けられる
→ 例えば、「税務課」を共同設置した場合であれば、一人の税務課長がそれぞれの議会に出席を求められる

こともあり得るが、過重な負担とならないよう代理での対応を認めておく等の配慮が必要

②議会等の対応への配慮

共同設置制度は簡便な仕組みではあるが、各構成団体の主体性が維持されるという特徴があるため、組織運営

の効率性という点では、事務の委託に及ばない面がある。共同処理を行うに際しては、地域の実情や事務の性質
に応じて採用する方法を選ぶべき

③事務の委託との関係

将来的に事務委託への変更や市町村合併、共同設置の解消などのケースも考えられるが、いずれにしても効率
的・効果的な事務の共同処理のあり方を自主的に模索し続けることが必要

④将来的な手法の変更

共同処理の効率化効果を最大限に発揮するためには、電算システム統合が前提
→ 現在進展が見られる共同アウトソーシングや自治体クラウドなどへ、システムの更新時期をとらえて地域で

参加を進めていくことにより初期コストが大きく低下し、共同処理の導入につながる側面もある

⑤電算システムとの関係

＜運用に当たっての留意事項＞
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